
 
新 旧 

  
 
 
 
 
 

浜松都市計画 
都市計画区域の 

整備、開発及び保全の方針 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和８年 月 
浜 松 市 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

浜松都市計画 
都市計画区域の 

整備、開発及び保全の方針 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年３月 
浜 松 市 

 
 
 

 
 
 



 

 

新 旧 
  

 
目      次 

 
 

１ 都市計画の目標 
  （１）都市づくりの基本理念……………………………………………………………1 
  （２）地域毎の市街地像…………………………………………………………………2 
      附図１ 将来市街地像図 ………………………………………………………4 
２ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 
  （１）区域区分の決定の有無……………………………………………………………5 
  （２）区域区分の方針……………………………………………………………………5 

１）おおむねの人口 ………………………………………………………………5 
 ２）産業の規模……………………………………………………………………5 
 ３）市街化区域のおおむねの規模及び 

             現在市街化している区域との関係………………………… 5 
３ 主要な都市計画の決定の方針 

（１）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針……………………………… 6 
 １）主要用途の配置の方針……………………………………………………… 6 
 ２）市街地における建築物の密度の構成に関する方針……………………… 7 
 ３）市街地の土地利用の方針…………………………………………………… 7 
４）市街化調整区域の土地利用の方針………………………………………… 8 

   （２）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針……………………… 9 
 １）交通施設の都市計画の決定の方針………………………………………… 9 
 ２）下水道及び河川の都市計画の決定の方針…………………………………12 
３）その他の都市施設の都市計画の決定の方針………………………………15 

  （３）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針………………………15 
     １）主要な市街地開発事業の決定の方針………………………………………15 
     ２）市街地整備の目標……………………………………………………………16 
  （４）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針…………………16 
     １）基本方針………………………………………………………………………16 
     ２）主要な緑地の配置の方針……………………………………………………17 
     ３）実現のための具体の都市計画制度の方針…………………………………19 

  ４）主要な緑地の確保目標………………………………………………………20 

 
 

目      次 
 

 
１ 都市計画の目標 
  （１）都市づくりの基本理念……………………………………………………………1 
  （２）地域毎の市街地像…………………………………………………………………2 
      附図１ 将来市街地像図 ………………………………………………………4 
２ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 
  （１）区域区分の決定の有無……………………………………………………………5 
  （２）区域区分の方針……………………………………………………………………5 

１）おおむねの人口 ………………………………………………………………5 
 ２）産業の規模……………………………………………………………………5 
 ３）市街化区域のおおむねの規模及び 

             現在市街化している区域との関係………………………… 5 
３ 主要な都市計画の決定の方針 

（１）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針……………………………… 6 
 １）主要用途の配置の方針……………………………………………………… 6 
 ２）市街地における建築物の密度の構成に関する方針……………………… 7 
 ３）市街地の土地利用の方針…………………………………………………… 7 
４）市街化調整区域の土地利用の方針………………………………………… 8 

   （２）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針……………………… 9 
 １）交通施設の都市計画の決定の方針………………………………………… 9 
 ２）下水道及び河川の都市計画の決定の方針…………………………………12 
３）その他の都市施設の都市計画の決定の方針………………………………15 

  （３）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針………………………15 
     １）主要な市街地開発事業の決定の方針………………………………………15 
     ２）市街地整備の目標……………………………………………………………16 
  （４）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針…………………16 
     １）基本方針………………………………………………………………………16 
     ２）主要な緑地の配置の方針……………………………………………………17 
     ３）実現のための具体の都市計画制度の方針…………………………………19 

  ４）主要な緑地の確保目標………………………………………………………20 



 

 1 

新 旧 
 浜松都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

浜松都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を次のように変

更する。 

 

１ 都市計画の目標 

（１）都市づくりの基本理念 

都市づくりの理念、将来の都市構造については、令和 22 年の姿とし

て策定する。また、区域区分、都市施設の整備等については、令和 12

年の姿として策定する。 

目標年次  令和 12 年（基準年次から 10 年後） 

令和 22 年（基準年次から 20 年後） 

 

浜松都市計画区域（以下、「本区域」という。）は、静岡県西部地域 

の中心に位置し、楽器、輸送用機器、光技術等の先端技術産業を基盤 

として、発展してきた。また、ＪＲ東海道本線、ＪＲ東海道新幹線、 

東名高速道路、新東名高速道路、三遠南信自動車道及び国道１号とい 

った国土レベルの交通軸を有することに加え、広大な森林をはじめ浜 

名湖、遠州灘、一級河川天竜川など豊かな自然に恵まれ、みかん栽培 

やうなぎの養殖などの全国的に知られた農林漁業も基幹産業の一つと 

して発展してきており、観光やリゾート都市としての性格も持つ地域 

でもある。 

 

 

 

 

 

 

 

また、交通の利便性と恵まれた自然環境をもとに、歴史と伝統に育

まれてきた地域の文化や産業を継承しつつ、地域産業の拡充発展と調

和のとれた生活環境の確保を図るとともに、国際化・情報化などに的

確に対応し、新たな都市機能の高度化を進めるまちづくりを目指して

いる。 

浜松都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

浜松都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を次のように変

更する。 

 

１ 都市計画の目標 

（１）都市づくりの基本理念 

都市づくりの理念、将来の都市構造については、令和 17 年の姿とし

て策定する。また、区域区分、都市施設の整備等については、令和 7年

の姿として策定する。 

目標年次   令和 7 年（基準年次から 10 年後） 

       令和 17 年（基準年次から 20 年後） 

 

浜松都市計画区域（以下、「本区域」という。）は、静岡県西部地域

の中心に位置し、楽器、輸送用機器、光技術等の先端技術産業を基盤

として、発展してきた。また、ＪＲ東海道本線、ＪＲ東海道新幹線、

東名高速道路、新東名高速道路、三遠南信自動車道及び国道１号とい

った国土レベルの交通軸を有することに加え、広大な森林をはじめ浜

名湖、遠州灘、一級河川天竜川など豊かな自然に恵まれ、みかん栽培

やうなぎの養殖などの全国的に知られた農林漁業も基幹産業の一つと

して発展してきており、観光やリゾート都市としての性格も持つ地域

でもある。 

近年においては、大規模自然災害等に備え、事前防災及び減災その

他迅速な復興等に資する国土強靱化を推進するため、高規格幹線道路

のインターチェンジ周辺をはじめとする県内全域において、防災・減

災と地域成長の両立を目指す「ふじのくにのフロンティア」を拓く取

組を展開している。併せて、復興の機会に、都市の将来を見据えた強

靭なまちづくりが実現できるよう、復興事前準備の取組を推進してい

る。 

交通の利便性と恵まれた自然環境をもとに、歴史と伝統に育まれて

きた地域の文化や産業を継承しつつ、地域産業の拡充発展と調和のと

れた生活環境の確保を図るとともに、国際化・情報化などに的確に対

応し、新たな都市機能の高度化を進めるまちづくりを目指している。 
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 近年においては、人口減少・超高齢社会や地球温暖化等への対応と

して、市街地の無秩序な拡大の抑制、公共交通優先のまちづくり、中

心市街地の再構築による「拠点ネットワーク型都市構造」の実現を目

指している。 

このような情勢を考慮し、本区域の都市づくりの基本理念を次のよう

に設定する。 
 
 
「多彩に輝き、持続的に発展する都市」 
 
①自然環境と共生した持続可能な都市の実現 

②都市活力の持続と向上 

③地域特性を活かした都市づくりと相互連携の強化 

④市民生活の質の向上 

⑤市民の参加・協働による都市づくりの推進 

 

（２）地域毎の市街地像 

本区域における地域毎の市街地像は次に示すとおりである。 

本区域は、静岡県西部及び三遠南信地域といった広域圏の中心として、

圏域を牽引する役割を担う都市機能を高めるとともに、環境に配慮した、

多彩に輝き持続的に発展する市街地形成を目指す。 

 

市街地は、ＪＲ浜松駅を都市拠点として、中枢都市機能の集積を図り、

周辺部へは適切に地域拠点を配置したコンパクトな形態とし、産業を中

心とした都市活力を創出するとともに、良好な農地や自然環境及び歴史・

文化等の保全、緑豊かな市街地環境の形成を図り、ユニバーサルデザイ

ンや防災などに配慮するものとする。 

 

 

 

 

 

 

また、人口減少・超高齢社会や地球温暖化等への対応として、市街

地の無秩序な拡大の抑制、公共交通優先のまちづくり、中心市街地の

再構築による「コンパクトでメリハリの効いたまちづくり」が必要と

される。 

このような情勢を考慮し、人間と自然、産業が一体となった均衡のと

れた集約連携型都市の形成を図るため、都市づくりの基本理念を次のよ

うに設定する。 
 
「多彩に輝き、持続的に発展する都市」 
 
①自然環境と共生した持続可能な都市の実現 

②都市活力の持続と向上 

③地域特性を活かした都市づくりと相互連携の強化 

④市民生活の質の向上 

⑤市民の参加・協働による都市づくりの推進 

 

（２）地域毎の市街地像 

本区域における地域毎の市街地像は次に示すとおりである。 

本区域は、静岡県西部及び三遠南信地域といった広域圏の中心として、

圏域を牽引する役割を担う都市機能を高めるとともに、環境に配慮した、

多彩に輝き持続的に発展する市街地形成を目指す。 

 

市街地は、ＪＲ浜松駅を都市拠点として、中枢都市機能の集積を図り、

周辺部へは適切に地域拠点を配置したコンパクトな形態とし、産業を中

心とした都市活力を創出するとともに、良好な農地や自然環境及び歴史・

文化等の保全、緑豊かな市街地環境の形成を図り、ユニバーサルデザイ

ンや防災などに配慮するものとする。 
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１）住宅地域 

商業・業務地域周辺の既存住宅地では、多種多様な生活様式に対応

した住宅の整備と買い物、医療・福祉、その他の生活に関連したサー

ビスを享受できる住宅地形成を推進する。また、木造家屋が多い地区

については、住宅の不燃化・耐震化を推進するとともに、細街路の改

善や公園整備等によって防災面の向上を図る。 

既成市街地周辺の住宅地域では、豊かな緑に包まれた、良好な居住環

境を保全しつつ、生活関連サービスを充実させるとともに、だれもが

安心して楽しく暮らせる住宅地を形成する。 

新市街地は、自然環境や歴史・文化を活かして、環境と共生したゆ

とりある住宅地を形成する。 

 

２）商業・業務地域 

ＪＲ浜松駅周辺地区を広域都市圏の都市拠点として位置づけ、行政、

商業・業務、教育、文化・交流などの高次都市機能や居住機能の充実・

集積を図る。 

遠州鉄道浜北駅・小松駅周辺地区、二俣・西鹿島地区、天竜浜名湖

鉄道気賀駅周辺地区、志都呂・堀出前地区は、都市拠点を補完する地

域拠点として、行政、商業・業務、文化・交流機能の充実を図る。 

既存の商業地域については、周辺住民の生活を支える日常サービス

機能の充実を図る。 

舘山寺地区及び弁天島地区は、観光・レクリエーション拠点として

商業・宿泊機能の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）住宅地域 

商業・業務地域周辺の既存住宅地では、多種多様な生活様式に対応

した住宅の整備と買い物、医療・福祉、その他の生活に関連したサー

ビスを享受できる住宅地形成を推進する。また、木造家屋が多い地区

については、住宅の不燃化・耐震化を推進するとともに、細街路の改

善や公園整備等によって防災面の向上を図る。 

既成市街地周辺の住宅地域では、豊かな緑に包まれた、良好な居 

住環境を保全しつつ、生活関連サービスを充実させるとともに、だ

れもが安心して楽しく暮らせる住宅地を形成する。 

新市街地は、自然環境や歴史・文化を活かして、環境と共生したゆ

とりある住宅地を形成する。 

 

２）商業・業務地域 

ＪＲ浜松駅周辺地区を広域都市圏の都市拠点として位置づけ、行政、

商業・業務、教育、文化・交流などの高次都市機能や居住機能の充実・

集積を図る。 

遠州鉄道浜北駅・小松駅周辺地区、二俣・西鹿島地区、天竜浜名湖

鉄道気賀駅周辺地区、志都呂・堀出前地区は、都市拠点を補完する地

域拠点として、行政、商業・業務、文化・交流機能の充実を図る。 

既存の商業地域については、周辺住民の生活を支える日常サービス

機能の充実を図る。 

舘山寺地区及び弁天島地区は、観光・レクリエーション拠点として

商業・宿泊機能の充実を図る。 
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３）工業地域 

東名高速道路及び新東名高速道路インターチェンジ周辺等について

は、広域道路ネットワークを活かし、産業拠点として既存の流通機能と

連携した土地利用を図る。 
既存の工業地域については、製造業を中心とした産業集積地の整備・

拡充を図る。住宅地に隣接する工業地については、敷地内緑化の推進な

どによる環境整備を図り、住宅地との共存を図る。 
都田地区、浜北新都市地区、石岡・祝田地区等の計画的に整備された

周辺部の工業地については、研究開発や情報産業等の新たな産業を支え

る拠点として整備を推進する。 
 
 

４）農業地域 
農業振興地域の農用地区域は、本区域の農業生産の基盤として今後と

も農業環境の保全を図る。また、防災機能の確保、重要な景観要素、市

街地と自然環境との緩衝地等、良好な都市環境の維持の観点からも保全

を図る。 
 

５）集落地域 
市街化調整区域に点在する農村集落地域については、周辺の農業環境

や自然環境との調和に配慮した維持・保全を図る。 
 

６）自然保全地域 
天竜川河岸段丘の樹林地、都田川両岸の樹林はみどりの軸、浜名湖、

遠州灘、一級河川天竜川の水辺は、水の軸として本区域の環境及び生態

系を守る基盤であり、都市の輪郭をつくる骨格的な緑地、美しい景観を

形成する緑地として今後とも積極的に保全を図るとともに、自然とのふ

れあいや余暇活動の場として活用を図る。 
遠州灘海浜公園は、自然環境の保全を図るとともに、観光・レクリエ

ーション拠点としてスポーツ・レクリエーション機能の充実を図る。 
 
 

 

３）工業地域 

東名高速道路及び新東名高速道路インターチェンジ周辺等について

は、広域道路ネットワークを活かし、産業拠点として既存の流通機能と

連携した土地利用を図る。 
既存の工業地域については、製造業を中心とした産業集積地の整備・

拡充を図る。住宅地に隣接する工業地については、敷地内緑化の推進な

どによる環境整備を図り、住宅地との共存を図る。 
都田地区、浜北新都市地区、石岡・祝田地区等の計画的に整備された

周辺部の工業地については、研究開発や情報産業等の新たな産業を支え

る拠点として整備を推進する。 
 
 

４）農業地域 
農業振興地域の農用地区域は、本区域の農業生産の基盤として今後と

も農業環境の保全を図る。また、防災機能の確保、重要な景観要素、市

街地と自然環境との緩衝地等、良好な都市環境の維持の観点からも保全

を図る。 
 

５）集落地域 
市街化調整区域に点在する農村集落地域については、周辺の農業環境

や自然環境との調和に配慮した維持・保全を図る。 
 

６）自然保全地域 
天竜川河岸段丘の樹林地、都田川両岸の樹林はみどりの軸、浜名湖、

遠州灘、一級河川天竜川の水辺は、水の軸として本区域の環境及び生態

系を守る基盤であり、都市の輪郭をつくる骨格的な緑地、美しい景観を

形成する緑地として今後とも積極的に保全を図るとともに、自然とのふ

れあいや余暇活動の場、観光・レクリエーション資源として活用を図る。 
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※（附図）将来都市構造図参照 
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２ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

人口動向等の社会情勢を踏まえながら、区域区分の見直しを行う。 
（１）区域区分の決定の有無 

本区域は、地方自治法第２５２条の１９に基づく指定都市であること

から、都市計画法第７条第１項第２号の規定に基づき区域区分を定める

ものとする。 
 
（２）区域区分の方針 

１）おおむねの人口 

本区域の将来におけるおおむねの人口を次のとおり想定する。 

 年次 令和 2 年 令和 12 年 
区分  （基準年） （基準年の 10 年後） 
都市計画区域内人口 770.6 千人 おおむね 740.1 千人 
市街化区域内人口 494.8 千人 おおむね 472.0 千人 
  （注）市街化区域内人口は、保留された人口を含むものとする。 
 

２）産業の規模 
本区域の将来における産業の規模を次のとおり想定する。 

 年次 令和 2 年 令和 12 年 
区分  （基準年） （基準年の 10 年後） 
生
産
規
模

工業出荷額 18,238 億円 20,373 億円 

卸 小 売 販 売 額 27,917 億円 34,490 億円 

就
業
構
造

第 １ 次 産 業 14.2 千人 (3.6％) 10.5 千人 (2.9％) 

第 ２ 次 産 業 135.0 千人 (33.9％) 107.2 千人 (29.6％) 

第 ３ 次 産 業 249.2 千人 (62.5％) 244.7 千人 (67.5％) 

 

 

 

 

 
２ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

人口動向等の社会情勢を踏まえながら、区域区分の見直しを行う。 
（１）区域区分の決定の有無 

本区域は、地方自治法第２５２条の１９に基づく指定都市であること

から、都市計画法第７条第１項第２号の規定に基づき区域区分を定める

ものとする。 
 
（２）区域区分の方針 

１）おおむねの人口 

本区域の将来におけるおおむねの人口を次のとおり想定する。 

 年次 平成 27 年 令和 7 年 
区分  （基準年） （基準年の 10 年後） 
都市計画区域内人口 774.3 千人 おおむね 766.8 千人 
市街化区域内人口 499.4 千人 おおむね 497.7 千人 
  （注）市街化区域内人口は、保留された人口を含むものとする。 
 

２）産業の規模 
本区域の将来における産業の規模を次のとおり想定する。 

 年次 平成 27 年 令和 7 年 
区分  （基準年） （基準年の 10 年後） 
生
産
規
模

工業出荷額 18,180 億円 20,233 億円 

卸 小 売 販 売 額 28,568 億円 22,883 億円 

就
業
構
造

第 １ 次 産 業 15.1 千人 ( 4.0％) 11.1 千人 (3.2％) 

第 ２ 次 産 業 130.6 千人 (34.4％) 108.8 千人 (30.8％) 

第 ３ 次 産 業 233.6 千人 (61.6％) 232.9 千人 (66.0％) 
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３）市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化している区域との関係 
本区域における人口、産業の見通しに基づき、かつ市街化の現況及び

動向を勘案し、令和 2 年時点で市街化している区域及びおおむね 10 年
以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域とするこ
ととし、市街化区域のおおむねの規模を次のとおり想定する。 

年次 令和 12 年 
（基準年の 10 年後） 

市街化区域面積 9,890.1 ha 
  （注）市街化区域面積は令和 12 年時点における人口の保留フレーム 

に対応する市街化区域面積を含まないものとする。 
 

 

 

 

３ 主要な都市計画の決定の方針 

（１）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）主要用途の配置の方針 

下記方針の住宅地、商業・業務地、工業地に関する記述は、特記す

る以外は全て現行の市街化区域内での方針である。 

① 住宅地 

都市機能を集積する拠点とその周辺や拠点間を結ぶ公共交通沿

線地域には、生活サービスやコミュニティが持続的に確保される

よう居住の誘導を図る。 

既成市街地内の住宅地については、その生活環境の維持改善に努

めるほか、ＪＲ浜松駅をはじめ鉄道駅及びバス停の周辺地区につい

ては、生活の場と産業・経済活動、文化の集積の場が良好な関係で

共生した利便性の高い住宅地を配置する。 

良好な居住環境を形成・保全する地域として、計画的に整備され

た佐鳴湖西岸地区、和地地区、都田地区、浜北新都市地区、井伊谷

地区、船明地区等については、住宅地を配置する。 

 

 

 

 

３）市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化している区域との関係 
本区域における人口、産業の見通しに基づき、かつ市街化の現況及び

動向を勘案し、平成 27 年時点で市街化している区域及びおおむね 10 年
以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域とするこ
ととし、市街化区域のおおむねの規模を次のとおり想定する。 

年次 令和 7 年 
（基準年の 10 年後） 

市街化区域面積 9,890.1 ha 
  （注）市街化区域面積は令和 7 年時点における人口の保留フレーム 

に対応する市街化区域面積を含まないものとする。 
 

 
 

 

３ 主要な都市計画の決定の方針 

（１）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）主要用途の配置の方針 

下記方針の住宅地、商業・業務地、工業地に関する記述は、特記す

る以外は全て現行の市街化区域内での方針である。 

① 住宅地 

 

 

 

既成市街地内の住宅地については、その生活環境の維持改善に努

めるほか、ＪＲ浜松駅をはじめ鉄道駅及びバス停の周辺地区につい

ては、生活の場と産業・経済活動、文化の集積の場が良好な関係で

共生した利便性の高い住宅地を配置する。 

良好な居住環境を形成・保全する地域として、計画的に整備され

た 佐鳴湖西岸地区、和地地区、都田地区、浜北新都市地区、井伊谷

地区、船明地区等については、住宅地を配置する。 
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②  商業・業務地 

主要な鉄道駅やバス停などの交通結節点を中心とする拠点等には、

生活サービスの効率的な提供が図られるよう都市機能の集積を図る。 

広域的な公共交通ネットワークを活かした、都心機能の向上や維

持を図る地域として、ＪＲ浜松駅周辺地区については、商業・業務地

を配置する。 

公共交通によるアクセス性を活かした、ＪＲ浜松駅周辺地区を補

完する地域として、遠州鉄道浜北駅・小松駅周辺地区については、

商業・業務地を配置する。 

公共交通によるアクセス性を活かした、地域の中心として、二俣・

西鹿島地区、天竜浜名湖鉄道気賀駅周辺地区、志都呂・堀出前地区 

については、商業・業務地を配置する。 

公共交通によるアクセス性を活かした、身近な生活サービスを支

える地域の中心として、ＪＲ高塚駅周辺地区、ＪＲ天竜川駅周辺地

区、遠州鉄道小林駅周辺地区、住吉地区、追分地区については、商

業・業務地を配置する。 

ＪＲ浜松駅周辺の商業・業務地をとりまく地区、商業・業務地か

ら郊外へ伸びる幹線道路の沿道地区、ＪＲ舞阪駅周辺地区、蒲北地

区、和合地区の国道 257 号沿道、佐鳴台地区、佐鳴湖西岸地区、高

丘葵地区、都田地区、西都地区、和地地区、笠井地区、中瀬南部地

区、舞阪地区の往還通り沿道、雄踏地区の既成市街地中心部の商業

集積地区、天竜浜名湖鉄道金指駅周辺地区、井伊谷地区、天竜浜名

湖鉄道三ヶ日駅周辺地区には、周辺住宅地の日常生活を支える近隣

商業地を配置する。 

舘山寺地区と弁天島地区については観光・宿泊施設を中心とした

商業地を配置する。 

 

 

 

 

 

 

 

②   商業・業務地 

 

 

広域的な公共交通ネットワークを活かした、都心機能の向上や維

持を図る地域として 、ＪＲ浜松駅周辺地区については、商業・業務

地を配置する。 

公共交通によるアクセス性を活かした、ＪＲ浜松駅周辺地区を補

完する地域として、遠州鉄道浜北駅・小松駅周辺地区については、

商業・業務地を配置する。 

公共交通によるアクセス性を活かした、地域の中心として、二俣・

西鹿島地区、天竜浜名湖鉄道気賀駅周辺地区、志都呂・堀出前地区 

については、商業・業務地を配置する。 

 

 

 

 

ＪＲ浜松駅周辺の商業・業務地をとりまく地区、商業・業務地か

ら郊外へ伸びる幹線道路の沿道地区、ＪＲ高塚駅周辺地区、ＪＲ舞

阪駅周辺地区、ＪＲ天竜川駅周辺地区、蒲北地区、和合地区の国道

257 号沿道、佐鳴台地区、佐鳴湖西岸地区、高丘葵地区、都田地区、

西都地区、和地地区、笠井地区、中瀬南部地区、舞阪地区の往還通

り沿道、雄踏地区の既成市街地中心部の商業集積地区、天竜浜名湖

鉄道金指駅周辺地区、井伊谷地区、天竜浜名湖鉄道三ヶ日駅周辺地

区には、周辺住宅地の日常生活を支える近隣商業地を配置する。 

また、舘山寺地区と弁天島地区については観光・宿泊施設を中心

とした商業地を配置する。 
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③ 工業地 

公害の防止及び土地利用の純化と、操業環境の維持・改善により、

工業機能の維持・誘導を図るため、東名浜松インターチェンジ周辺

地区、東名浜松西インターチェンジ周辺地区、新東名浜松浜北イン

ターチェンジ周辺地区、新東名浜松 SA スマートインターチェンジ

周辺地区については、工業地を配置する。 

工業の集積度の高い和田地区、長上地区、高丘葵地区、都田地区、

大久保地区、和地地区、ＪＲ東海道本線沿線の伊場から若林にかか

る地区、上島地区（浜名区）、尾野地区、国道 301 号沿道の舞阪地

区、石岡・祝田地区、広岡・油田地区、飯田地区、西鹿島地区及び阿

蔵山地区は、公害の防止及び土地利用の純化を図りつつ、今後とも

工業地として配置する。 

天竜浜名湖鉄道西鹿島駅南側及び天竜二俣駅南側の工業地は、地

場産業である製材業の生産環境を当面維持していく。 

 

 

２）市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

① 住宅地における建築物の密度の構成に関する方針 

ＪＲ浜松駅中心部の商業・業務地の住宅地については、高密度な

住宅地とする。 

ＪＲ浜松駅周辺地区の住宅地（高密度住宅地を除く）や、遠州鉄

道浜北駅・小松駅周辺地区、天竜浜名湖鉄道気賀駅周辺地区、二俣・

西鹿島地区、志都呂・堀出前地区等については、中密度な住宅地と

する。 

浜名区及び雄踏地区の既成市街地、和地地区、中瀬南部地区、船

明地区、佐鳴湖西岸地区等については、低密度な住宅地とする。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 工業地 

公害の防止及び土地利用の純化と、操業環境の維持・改善により、

工業機能の維持・誘導を図るため、東名浜松インターチェンジ周辺

地区、東名浜松西インターチェンジ周辺地区、新東名浜松浜北イン

ターチェンジ周辺地区、新東名浜松サービスエリアスマートインタ

ーチェンジ周辺地区については、工業地を配置する。 

工業の集積度の高い和田地区、長上地区、高丘葵地区、都田地区、

大久保地区、和地地区、ＪＲ東海道本線沿線の伊場から若林にかか

る地区、上島地区（浜北区）、尾野地区、国道１号沿道の舞阪地区、

石岡・祝田地区、広岡・油田地区、飯田地区及び西鹿島地区は、公害

の防止及び土地利用の純化を図りつつ、今後とも工業地として配置

する。 

また、天竜浜名湖鉄道西鹿島駅南側及び天竜二俣駅南側の工業地

は、地場産業である製材業の生産環境を当面維持していく。 

 

 

２）市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

① 住宅地における建築物の密度の構成に関する方針 

ＪＲ浜松駅中心部の商業・業務地の住宅地については、高密度な

住宅地とする。 

ＪＲ浜松駅周辺地区の住宅地（高密度住宅地を除く）や、遠州鉄

道浜北駅・小松駅周辺地区、天竜浜名湖鉄道気賀駅周辺地区、二俣・

西鹿島地区、志都呂・堀出前地区等については、中密度な住宅地と

する。 

浜北区及び雄踏地区の既成市街地、和地地区、都田地区、浜北新

都市地区、中瀬南部地区、船明地区、佐鳴湖西岸地区等については、

低密度な住宅地とする。 
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 ② 商業・業務地における建築物の密度の構成に関する方針 

広域圏を対象とする中心的な商業・業務拠点であるＪＲ浜松駅周

辺地区、ＪＲ浜松駅周辺地区を補完する商業・業務地を配置する遠

州鉄道浜北駅・小松駅周辺地区及び北遠地域の商業・業務地の中心

地である天竜浜名湖鉄道二俣本町駅周辺地区は、高密度な商業・業

務地区として機能集積を図る。 

その他商業地、沿道型近隣商業地は、日常生活を営むにあたって

利用される低中密度な近隣商業・業務地区として整備を図る。 

舘山寺地区、弁天島地区については、観光地として、高密度な商

業地を形成する。 

 

③ 工業地における建築物の密度の構成に関する方針 

和地地区、都田地区、浜北新都市地区、石岡・祝田地区、井伊谷

地区等の郊外部において計画的に整備された工業地については、工

業専用系地区として工業機能の集積を図る。また、和田地区、長上

地区、伊場地区、高丘葵地区、阿蔵山地区等の大規模工場地域は、

引き続き工業機能の集積を図る。 

その他の軽工業地域においては、地場産業の振興や周辺環境に配

慮した工業地の形成を図る。 

 

 

３）市街地の土地利用の方針 

① 土地の高度利用に関する方針 

ＪＲ浜松駅周辺地区については、土地の高度利用や商業・業務機

能、教育・文化機能等の高次な都市機能が集積する土地利用及び都

心居住の促進を図るため、市街地再開発事業の決定による民間開発

等を促進する。 

公共交通によるアクセス性の良い遠州鉄道浜北駅・小松駅周辺地

区、ＪＲ天竜川駅周辺地区、ＪＲ高塚駅周辺地区については、市街

地再開発事業等の活用により、都市機能が集積する土地利用を促進

する。 

 

 

② 商業・業務地における建築物の密度の構成に関する方針 

広域圏を対象とする中心的な商業・業務拠点であるＪＲ浜松駅周

辺地区、ＪＲ浜松駅周辺地区を補完する商業・業務地を配置する遠

州鉄道浜北駅・小松駅周辺地区、及び北遠地域の商業・業務地の中

心地である天竜浜名湖鉄道二俣本町駅周辺地区は、高密度な商業・

業務地区として機能集積を図る。 

その他商業地、沿道型近隣商業地は、日常生活を営むにあたって

利用される低中密度な近隣商業・業務地区として整備を図る。 

また、舘山寺地区、弁天島地区については、観光地として、高密

度な商業地を形成する。 

 

③ 工業地における建築物の密度の構成に関する方針 

和地地区、都田地区、浜北新都市地区、石岡・祝田地区、井伊谷

地区、阿蔵地区等の郊外部において計画的に整備された工業地につ

いては、工業専用系地区として工業機能の集積を図る。また、和田

地区、長上地区、伊場地区、高丘葵地区等の大規模工場地域は、引

き続き工業機能の集積を図る。 

その他の軽工業地域においては、地場産業の振興や周辺環境に配

慮した工業地の形成を図る。 

 

 

３）市街地の土地利用の方針 

① 土地の高度利用に関する方針 

ＪＲ浜松駅周辺地区については、土地の高度利用や商業・業務機

能、教育・文化機能等の高次な都市機能が集積する土地利用及び都

心居住の促進を図るため、市街地再開発事業、都市再生特別地区の

決定による民間開発等を促進する。 

     公共交通によるアクセス性の良い遠州鉄道浜北駅・小松駅周辺 

地区、ＪＲ天竜川駅周辺地区、ＪＲ高塚駅周辺地区については、 

市街地再開発事業等の活用により、都市機能が集積する土地利用 

を促進する。 
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新 旧 
 ② 居住環境の改善又は維持に関する方針 

城北地区、笠井地区、篠原地区、天竜浜名湖鉄道三ヶ日駅周辺地

区、二俣地区等の基盤整備が遅れたまま市街化が進行した地区につ

いては、街路等の整備により、居住環境の改善を図る。 

西都地区、中瀬南部地区、船明地区、高竜地区、上島駅周辺地区、

高塚駅北地区、高塚駅北第二地区、西美薗西地区、浜北中央北地区

など計画的に整備された住宅地については、地区計画制度等の導入

により、良好な居住環境を維持・形成していく。 

 

ＪＲ浜松駅周辺地区東側、遠州鉄道沿線及び舞阪地区の既成市街

地、天竜浜名湖鉄道西鹿島駅周辺地区など、中小工場が点在し、住

宅と混在した土地利用がなされている地区については、工業系用途

地域への工場移転を検討し、用途の純化を図る。 

 

近年、低未利用地等の増加により、都市機能の低下、治安・景観

の悪化が懸念される地域は、利活用について検討していく。 

良好で魅力的な都市景観の創出及び災害時の道路機能を確保す

るため、無電柱化を推進していく。 

 

③ 都市防災に関する方針 

 頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリア 

の土地利用の見直しや立地適正化計画による居住の誘導、防災指針 

の策定・実践、事前都市復興計画の策定、流域治水の推進などによ

り、災害に強い安全なまちづくりに向けた総合的な対策に取組む。 

 

 

 

４）市街化調整区域の土地利用の方針 

① 優良な農地との健全な調和に関する方針 

一級河川天竜川下流水利事業、三方原水利事業、湛水防除事業、

及び圃場整備事業等の受益地は、これらを優良農地として、またそ

の他の農地についても、今後とも保全を図る。 

 

② 居住環境の改善又は維持に関する方針 

城北地区、笠井地区、篠原地区、天竜浜名湖鉄道三ヶ日駅周辺地

区、二俣地区等の基盤整備が遅れたまま市街化が進行した地区につ

いては、街路等の整備により、居住環境の改善を図る。 

西都地区、中瀬南部地区、船明地区、高竜地区、上島駅周辺地区、

高塚駅北地区、高塚駅北第 2 地区、西美薗西地区、浜北中央北地区

など計画的に整備された、または今後整備を予定している住宅地に

ついては、地区計画制度等の導入により、良好な居住環境を維持・

形成していく。 

ＪＲ浜松駅周辺地区の既成市街地東部の二級河川馬込川周辺、浜

北区及び舞阪地区の既成市街地、天竜浜名湖鉄道西鹿島駅周辺地区

など、中小工場が点在し、住宅と混在した土地利用がなされている

地区については、工業系用途地域への工場移転を検討し、用途の純

化を図る。 

近年、低未利用地等の増加により、都市機能の低下、治安・景観

の悪化が懸念される地域は、利活用について検討していく。 

良好で魅力的な都市景観の創出及び災害時の道路機能を確保す

るため、無電柱化を推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）市街化調整区域の土地利用の方針 

① 優良な農地との健全な調和に関する方針 

一級河川天竜川下流水利事業、三方原水利事業、湛水防除事業、

及び圃場整備事業等の受益地は、これらを優良農地として、またそ

の他の農地についても、今後とも保全を図る。 
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新 旧 
 ② 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

遠州灘海岸地区及び浜表地区の保安林は、飛砂防備・潮害防備・

防風の機能を有しており、今後とも保全を図る。 

また、市街地背後の急傾斜地は、崖崩れや地すべりによる土砂災

害を防止するため、災害防止施設の整備を進めるとともに、土砂災

害特別警戒区域の指定を促進し、開発及び住宅の新規立地等の規制

を図る。さらに背後の樹林地の保水機能の維持・向上を図る。 

遠州灘沿岸の海浜やその背後の砂丘は、高潮や津波、波浪の侵入

を防止する機能を有していることから、今後とも保全を図る。 

 

自然災害に対しては、山地部の緑地の保全とともに河川沿川の低

地部等の無秩序な市街化の抑制を図る。 

その他、溢水、湛水、津波、高潮、土砂災害等のおそれがある区

域についても開発を抑制していく。 

 

③ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

天竜奥三河国定公園、浜名湖県立自然公園、浜北森林公園、尉ヶ

峰連峰、三方原段丘、遠州灘海浜地区及び一級河川天竜川や二級河

川都田川などの河川敷は人と自然とのふれ合いの場としての利用を

図りつつ、貴重な自然環境を今後とも保全する。 

また、神社仏閣等の歴史的資源と一体となって良好な自然景観を

形成している樹林地及び市街地背後の山地・丘陵地等の貴重な緑地

空間については、特別緑地保全地区や風致地区等の指定を検討し、

良好な自然環境を維持･保全する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

遠州灘海岸地区及び浜表地区の保安林は、飛砂防備・潮害防備・

防風の機能を有しており、今後とも保全を図る。 

また、市街地背後の急傾斜地は、崖崩れや地すべりによる土砂災

害を防止するため、災害防止施設の整備を進めるとともに、土砂災

害特別警戒区域の指定を促進し、開発及び住宅の新規立地等の規制

を図る。さらに背後の樹林地の保水機能の維持・向上を図る。 

遠州灘沿岸の海浜やその背後の砂丘は、高潮や津波、波浪の侵入

を防止する機能を有するとともに自然環境や観光の基盤ともなって

いることから、今後とも保全を図る。 

自然災害に対しては、山地部の緑地の保全とともに河川沿川の低

地部等の無秩序な市街化の抑制を図る。 

その他、湛水、津波、土砂災害等のおそれがある区域についても

開発を抑制していく。 

 

③ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

天竜奥三河国定公園、浜名湖県立自然公園、浜北森林公園、尉ヶ

峰連峰、三方原段丘、遠州灘海浜地区及び一級河川天竜川や二級河

川都田川などの河川敷は人と自然とのふれ合いの場としての利用を

図りつつ、貴重な自然環境を今後とも保全する。 

また、神社仏閣等の歴史的資源と一体となって良好な自然景観を

形成している樹林地及び市街地背後の山地・丘陵地等の貴重な緑地

空間については、特別緑地保全地区や風致地区等の指定を検討し、

良好な自然環境を維持･保全する。 
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新 旧 
 ④  秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

計画的な市街地整備の検討を行う地区は、都市計画上の影響を予

測した立地評価を行い、整備の見通しが明らかになった段階で、保

留されたフレームの範囲内において、農林業等との調整を行った後、

市街化区域に編入し、適正な立地を図る。 

インターチェンジや浜松環状線等主要幹線道路周辺においては、

交通利便性を活かし、都市的土地利用の必要性や今後の見通しなど

総合的に判断し、観光や工業系施設など都市計画上の位置づけを検

討する。 

浜松環状線沿線の工業団地周辺においては、更なる工業集積を図

るため、工業地の整備を検討する。 

市街化調整区域の既存集落における居住環境の維持向上と需要に

応じた工業系・流通業務系の立地を図るため、適正な地区計画制度

の運用に努める。また、低密度な市街地の拡大を防止する観点から、

開発許可制度の見直しを検討する。 

 

（２）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）交通施設の都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

ア．交通体系の整備の方針 

本区域は、ＪＲ浜松駅周辺地区を中心とした都市拠点と、その周

辺部に配置された地域拠点、産業拠点から構成される都市構造とな

っている。 

交通網については、ＪＲ東海道本線、ＪＲ東海道新幹線、東名高

速道路、新東名高速道路、国道１号等の国土レベルの交通軸が東西

方向に横断している。また、本区域の北部において三遠南信自動車

道の整備が進められているほか、三ヶ日 JCT と三河港を結ぶ浜松湖

西豊橋道路の具体化が検討されている。 

このため、東西方向を中心とした広域交通や、都心部に発生集中

する交通、郊外部と都心部を連絡する交通の需要が更に多くなると

予想される。さらに、浜名湖周辺や北部の山間部を中心とした良好

な自然景観や歴史・文化的資源を目的とした観光による交通需要の

拡大も予想される。 

④ 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

計画的な市街地整備の検討を行う地区は、都市計画上の影響を予

測した立地評価を行い、整備の見通しが明らかになった段階で、保

留されたフレームの範囲内において、農林業等との調整を行った後、

市街化区域に編入し、適正な立地を図る。 

 

 

 

 

 

 

市街化調整区域の既存集落における居住環境の維持向上と需要に

応じた工業系・流通業務系の土地利用の立地を図るため、適正な地

区計画制度の運用に努める。また、低密度な市街地の拡大を防止す

る観点から、開発許可制度における集落制度の見直しを検討する。 

 

（２）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）交通施設の都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

ア．交通体系の整備の方針 

本区域は、ＪＲ浜松駅周辺地区を中心とした都市拠点と、その周

辺部に配置された地域拠点、産業拠点から構成される都市構造とな

っている。 

交通網については、ＪＲ東海道本線、ＪＲ東海道新幹線、東名高

速道路、新東名高速道路、国道１号等の国土レベルの交通軸が東西

方向に横断している。また、本区域の北部における三遠南信自動車

道の整備が進められているほか、三ヶ日 JCT と三河港を結ぶ浜松三

ヶ日・豊橋道路(仮称)の具体化が検討されている。 

このため、東西方向を中心とした広域交通や、都心部に発生集中

する交通、郊外部と都心部を連絡する交通の需要が更に多くなると

予想される。さらに、浜名湖周辺や北部の山間部を中心とした良好

な自然景観や歴史・文化的資源を目的とした観光による交通需要の

拡大も予想される。 
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新 旧 
 一方で、人口減少・超高齢社会の到来、地球温暖化への対応など

の社会経済情勢を踏まえ、本区域では拠点ネットワーク型都市構造

の形成を目指しており、その中でも公共交通は今後の本区域にあっ

て重要な役割を担うこととなる。 

このような状況を踏まえ、本区域の交通体系は、次のような基本

方針のもとに整備を進める。 

 

●土地利用と整合のとれた交通体系の整備を図り、望ましい都市構

造を形づくる市街地形成や産業の発展に寄与する道路体系を構築す

る。 

・ 広域的自動車交通の円滑性を確保するため、放射環状型幹線道

路の基本骨格道路網の形成及び機能強化 

・ 都市拠点、地域拠点、産業拠点及び観光・レクリエーション拠

点間を連絡する幹線道路の強化  

・ 東名高速道路及び新東名高速道路のインターチェンジと各拠点

を結びつける幹線道路網の形成 

●将来の交通需要に対応するために、鉄道・バス等の公共交通の活

用を図りつつ、自動車を含めた各交通機関の適正な機能分担とそれ

らの体系化を図る。 

・ 自動車利用から公共交通利用への転換 

・ 交通結節点の利便性の増進 

●交通施設の整備計画を策定する際は、交通需要の管理についても

十分配慮し、交通の整流化を誘導する交通体系の構築を目指す。 

●誰もが安全、安心、快適に移動できる歩行空間の創出、駅や公共

公益施設へのアクセスの確保等を目指し、道路空間や交通施設のバ

リアフリー化、ユニバーサルデザイン化を推進する。 

●都心部では、自動車交通の整序と歩行空間の創出のため、歩行者

優先エリアを設定し、都心交通の整流化を目指す。 

 

イ．整備水準の目標 

令和 2年現在、都市計画道路については、市街化区域内において

1.9km/km2が整備されているが、今後交通体系の整備の方針に基づき

整備の促進を図るものとし、基準年次から 20 年後には 2.0km/km2程

度になることを目標に整備を進める。 

一方で、人口減少・超高齢社会の到来、地球温暖化への対応など

の社会経済情勢を踏まえ、本区域では拠点ネットワーク型都市構造

の形成を目指しており、その中でも公共交通は今後の本区域にあっ

て重要な役割を担うこととなる。 

このような状況を踏まえ、本区域の交通体系は、次のような基本

方針のもとに整備を進める。 

 

●土地利用と整合のとれた交通体系の整備を図り、望ましい都市構

造を形づくる市街地形成や産業の発展に寄与する道路体系を構築す

る。 

・ 広域的自動車交通の円滑性を確保するため、放射環状型幹線道

路の基本骨格道路網の形成及び機能強化 

・ 都市拠点、地域拠点、産業拠点及び観光・レクリエーション拠

点間を連絡する幹線道路の強化  

・ 東名高速道路及び新東名高速道路のインターチェンジと各拠点

を結びつける幹線道路網の形成 

●将来の交通需要に対応するために、鉄道・バス等の公共交通の活

用を図りつつ、自動車を含めた各交通機関の適正な機能分担とそれ

らの体系化を図る。 

・ 自動車利用から公共交通利用への転換 

・ 交通結節点の利便性の増進 

●交通施設の整備計画を策定する際は、交通需要の管理についても

十分配慮し、交通の整流化を誘導する交通体系の構築を目指す。 

●誰もが安全、安心、快適に移動できる歩行空間の創出、駅や公共

公益施設へのアクセスの確保等を目指し、道路空間や交通施設のバ

リアフリー化、ユニバーサルデザイン化を推進する。 

●都心部では、自動車交通の整序と歩行空間の創出のため、歩行者

優先エリアを設定し、都心交通の整流化を目指す。 

 

イ．整備水準の目標 

平成 27 年現在、都市計画道路については、市街化区域内におい

て 1.9km/km2が整備されているが、今後交通体系の整備の方針に基

づき整備の促進を図るものとし、基準年次から 20 年後には 2.0 

km/km2程度になることを目標に整備を進める。 
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新 旧 
 その他交通施設については、可能な限り長期的な視点から整備を

図っていくものとする。 

 

 

 

② 主要な施設の配置の方針 

ア．道路 

本区域では将来の交通需要に対応するため、今後、以下の道路を

配置し、円滑な自動車交通を確保する。 

●自動車専用道路 

首都圏と中部圏を連絡し、長距離通過交通を大量に処理するため

の、高水準の規格を備えた道路である東名高速道路、1・2・2、1・

4・301、1・4・401 第二東名自動車道(新東名高速道路)、浜松湖西

豊橋道路を配置する。 

●主要幹線道路 

都市間交通や圏域内通過交通等の比較的長いトリップの交通を処

理するとともに、自動車専用道路に導く機能等を有する高水準の規

格を備えた道路として、3・3・1 浜北馬郡線、3・3・2 笠井坪井線

を、浜松市街地を取り巻く環状道路として、3・4・12 下石田葵西線、

3・3・22 上島柏原線、3・4・19 三島篠原線、3・3・21 天王福塚線

を配置する。 

また、浜松都心部から郊外部へ伸びる主要幹線道路として、3・3・

7 浜北東若林線、3・3・50 篠原舞阪線（国道 1 号バイパス）、3・

3・4掛塚雄踏線、3・3・29 植松伊左地線、3・4・5馬込住吉線、3・

3・3 中ノ町都田線、3・2・13 有玉南中田島線、3・4・207 阿蔵船明

線（国道 152 号バイパス）、3・4・15 天竜川蜆塚線、3・4・25 飯田

鴨江線、3・3・62 福塚三新線（国道 150 号バイパス）を配置する。 

 

 

 

 

●幹線道路 

主要幹線道路及び本区域内主要交通発生源等を有機的に結び、都

その他交通施設については、可能な限り長期的な視点から整備を

図っていくものとする。 

 

 

 

② 主要な施設の配置の方針 

ア．道路 

本区域では将来の交通需要に対応するため、今後、以下の道路を

配置し、円滑な自動車交通を確保する。 

●自動車専用道路 

首都圏と中部圏を連絡し、長距離通過交通を大量に処理するため

の、高水準の規格を備えた道路である東名高速道路、1・2・2、1・

4・301、1・4・401 第二東名自動車道(新東名高速道路)を配置する。 

 

●主要幹線道路 

都市間交通や圏域内通過交通等の比較的長いトリップの交通を処

理するとともに、自動車専用道路に導く機能等を有する高水準の規

格を備えた道路として、3・3・1 浜北馬郡線、3・3・2 笠井坪井線

を、浜松市街地を取り巻く環状道路として、3・4・12 下石田葵西線、

3・3・22 上島柏原線を配置する。 

 

また、浜松都心部から郊外部へ伸びる主要幹線道路として、3・3・

7 浜北東若林線、3・4・19 三島篠原線、3・3・50 篠原舞阪線（国道

1 号バイパス）、3・3・4掛塚雄踏線、3・3・29 植松伊左地線、3・

4・5 馬込住吉線、3・3・3中ノ町都田線、3・2・13 有玉南中田島線、

3・4・207 阿蔵船明線（国道 152 号バイパス）、3・4・15 天竜川蜆

塚線、3・4・25 飯田鴨江線、3・3・62 福塚三新線（国道 150 号バイ

パス）を配置する。 

その他、三ヶ日インターチェンジから観光拠点を連絡する道路と

して、浜名湖レイクサイドウェイ、観光拠点間を連絡する道路とし

て、国道 362 号、一般県道引佐舘山寺線等を配置する。 

●幹線道路 

主要幹線道路及び本区域内主要交通発生源等を有機的に結び、都
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 市内の骨格を形成する道路及び市街地間や主要集落間を連絡し比較

的交通量が多く、自動車走行の円滑性・快適性をある程度重視した

道路として、3・4・38 川会浜北線、3・3・80 中瀬都田線（国道 362

号バイパス）、3・5・201 双竜橋鹿島線、3・5・209 双竜橋阿蔵線、

3・5・210 八幡中村線等の幹線道路を配置する。 

 

 

●補助幹線道路、区画道路 

住宅地内の道路については、通過交通を排除し、安全で快適な生

活環境の形成を図るため、交通安全対策事業や交通規制等と相まっ

て補助幹線道路、区画道路等の整備を体系的に進める。 

●駅前広場 

交通結節点としてＪＲ浜松駅、ＪＲ高塚駅、ＪＲ舞阪駅、ＪＲ天

竜川駅、遠州鉄道上島駅、遠州鉄道浜北駅、遠州鉄道小林駅、遠州

鉄道及び天竜浜名湖鉄道西鹿島駅に駅前広場を配置する。 

 

イ．都市高速鉄道 

交差する道路の交通を円滑に処理し、都市の機能性を向上させる

ため、浜松駅周辺のＪＲ東海道本線及び遠州鉄道線の高架区間につ

いては、都市高速鉄道を配置する。 

 

ウ．駐車場 

自動車、自動二輪車、自転車の利便性向上を図るため、都心地区、

主要駅、主要バス停等に自動車駐車場、自転車駐車場を配置する。

環境にやさしい交通システムづくりなどの観点からパークアンドラ

イド用駐車場の整備について検討する。 

 

エ．その他 

バス等の公共交通のスピードアップや定時性の向上を図るため、

バス専用・優先レーンなど高規格化を推進する。 

周辺地域においては、各地域の拠点と都心部を結ぶ路線、主要地

区･主要施設等を循環する路線の維持･確保に努めるとともに、サー

ビスの改善を促し、利用者の利便性・快適性の向上を図る。 

市内の骨格を形成する道路及び市街地間や主要集落間を連絡し比較

的交通量が多く、自動車走行の円滑性・快適性をある程度重視した

道路として、3・4・38 川会浜北線、3・3・80 中瀬都田線（国道 362

号バイパス）、3・5・201 双竜橋鹿島線、3・5・209 双竜橋阿蔵線、

3・5・210 八幡中村線、3・4・310 井伊谷横尾線等の幹線道路を配置

する。 

 

●補助幹線道路、区画道路 

住宅地内の道路については、通過交通を排除し、安全で快適な生

活環境の形成を図るため、交通安全対策事業や交通規制等と相まっ

て補助幹線道路、区画道路等の整備を体系的に進める。 

●駅前広場 

交通結節点としてＪＲ浜松駅、ＪＲ高塚駅、ＪＲ舞阪駅、ＪＲ天

竜川駅、遠州鉄道上島駅、遠州鉄道浜北駅、遠州鉄道小林駅、遠州

鉄道及び天竜浜名湖線西鹿島駅に駅前広場を配置する。 

 

イ．都市高速鉄道 

交差する道路の交通を円滑に処理し、都市の機能性を向上させる

ため、浜松駅周辺のＪＲ東海道本線及び遠州鉄道線の高架区間につ

いては、都市高速鉄道を配置する。 

 

ウ．駐車場 

自動車、自動二輪、自転車の利便性向上を図るため、都心地区、

主要駅、主要バス停等に自動車駐車場、自転車駐車場を配置する。

環境にやさしい交通システムづくりなどの観点からパークアンドラ

イド用駐車場の整備について検討する。 

 

エ．その他 

バス等の公共交通のスピードアップや定時性の向上を図るため、

バス専用・優先レーンなど高規格化を推進する。 

周辺地域においては、各地域の拠点と都心部を結ぶ路線、主要地

区･主要施設等を循環する路線の維持･確保に努めるとともに、サー

ビスの改善を促し、利用者の利便性・快適性の向上を図る。 
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③ 主要な施設の整備目標 
優先的におおむね基準年次から 10 年以内に整備することを予定

する施設 

種別 名       称 

道 
 
 
 
 
 
 
 
 
路 

    
  3・5・42 池川富塚線 
  3・3・65 有玉南初生線 
 浜松湖西豊橋道路 3・4・66 積志半田線 

3・3・ 1 浜北馬郡線 3・3・80 中瀬都田線 
3・3・ 2 笠井坪井線 3・4・88 中瀬西部線 

3・3・ 4 掛塚雄踏線 3・4・92 砂山寺島線 

3・4・ 5 馬込住吉線 3・4・97 高塚駅北通り線 

3・3・ 7 浜北東若林線 3・4・100 小林駅前線 

3・3・ 8 北島住吉線 3・4・207 阿蔵船明線 

3・4・12 下石田葵西線 3・4・310 井伊谷横尾線 
3・2・13 有玉南中田島線 3・4・401 大苗代西汐田線 

3・4・15 天竜川蜆塚線  （仮称）西鴨江台地１号線 
3・3・20 平口大原線  （仮称）西鴨江台地 2 号線 
3・3・22 上島柏原線   

3・4・25 飯田鴨江線   

3・4・26 天竜川駅前線   
3・4・27 高林芳川線   
3・3・29 植松伊左地線   
3・4・32 旭町鴨江線   
3・4・33 元浜米津線   
3・4・36 本通り線   
3・4・37 美薗線   
    
    
小林駅前広場（ 3 ・4 ・100 小林駅前線） 
西鹿島駅前広場（3・5・201 双竜橋鹿島線） 

（注）都市計画道路については、10 年以内に着手するものから、部分･暫定完成、 
   完成するものまですべてを含む。 
 
 
 

 
③ 主要な施設の整備目標 

優先的におおむね基準年次から 10 年以内に整備することを予定

する施設 

種別 名       称 

道 
 
 
 
 
 
 
 
 
路 

1・2・ 2 第二東名自動車道 3・4・40 寺島内野線 

1・4・301 第二東名自動車道 3・5・42 池川富塚線 
1・4・401 第二東名自動車道 3・3・50 篠原舞阪線 

  3・4・62 福塚三新線 

3・3・ 1 浜北馬郡線 3・3・65 有玉南初生線 
3・3・ 2 笠井坪井線 3・4・66 積志半田線 

3・3・ 4 掛塚雄踏線 3・3・80 中瀬都田線 
3・4・ 5 馬込住吉線 3・4・87 西鴨江雄踏線 

3・3・ 7 浜北東若林線 3・4・88 中瀬西部線 

3・3・ 8 北島住吉線 3・4・92 砂山寺島線 

3・4・12 下石田葵西線 3・2・93 砂山線 

3・2・13 有玉南中田島線 3・4・97 高塚駅北通り線 

3・4・15 天竜川蜆塚線 3・4・100 小林駅前線 

3・4・19 三島篠原線 3・5・201 双竜橋鹿島線 

3・3・20 平口大原線 3・4・207 阿蔵船明線 
3・3・22 上島柏原線 3・5・209 双竜橋阿蔵線 

3・4・25 飯田鴨江線 3・5・210 八幡中村線 

3・4・26 天竜川駅前線 3・5・213 船明東線 
3・4・27 高林芳川線 3・5・214 船明西線 
3・3・29 植松伊左地線 3・4・310 井伊谷横尾線 
3・4・32 旭町鴨江線 3・4・401 大苗代西汐田線 
3・4・33 元浜米津線 8・7・10 天竜川駅南北連絡線 
3・4・36 本通り線   
3・4・37 美薗線   
3・4・38 川会浜北線   
天竜川駅北口駅前広場（3・4・26 天竜川駅前線） 
上島駅前広場（3・5・60 上島駅停車場線） 
高塚駅北口駅前広場（3・4・97 高塚駅北通り線） 
小林駅前広場（ 3 ・4 ・100 小林駅前線） 
西鹿島駅前広場（3・5・201 双竜橋鹿島線） 
1 高塚駅南口駅前広場  2 天竜川駅南口駅前広場 

（注）都市計画道路については、10 年以内に着手するものから、部分･暫定完成、 
   完成するものまですべてを含む。 
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２）下水道及び河川の都市計画の決定の方針 
① 基本方針 

ア．下水道及び河川の整備方針 

● 下水道 

本区域は浜名湖や一級河川天竜川をはじめとする公共用水域を有

しており、これらの水質を保全するとともに、快適な生活環境の創

出に資するため、公共下水道の基本計画に基づき、下水道事業を推

進する。 

なお、整備にあたっては、合併処理浄化槽との経済比較を行った

うえで、整備に要する期間等を考慮し、効率的かつ早期に整備可能

となる手法、区域を整理して公共用水域の水質保全や生活環境の改

善を図る。 

さらに、雨水については河川等その他の排水施設との役割分担を

図り、下水道の整備を促進し、浸水地域の解消に努めていく。 

供用開始後 50 年を経過した施設の老朽化対策や、懸念される南

海トラフ巨大地震等大規模災害への対応など、安定かつ効率的で持

続可能な下水道経営を推進する。 

 

● 河 川 

本区域を流れる河川は下記のとおりであり、機能的な都市活動を

確保できるよう、河川整備計画等に基づき、計画的な河川改修を推

進する。 

 

本

区

域

内

河

川 

一級河川  
天 竜 川

水系 

天竜川、安間川、二俣川、阿蔵川 

二級河川  

馬 込 川

水系 

馬込川、芳川、北裏川、御陣屋川 

都田川

水系 

都田川、旧新川、新川、九領川、

堀留川、東神田川、段子川、権現

谷川、伊佐地川、花川、和地大谷

川、井伊谷川、神宮寺川、釣橋川、

日比沢川、都築大谷川等 

 
２）下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

ア．下水道及び河川の整備方針 

● 下水道 

本区域は浜名湖や一級河川天竜川をはじめとする公共用水域を有

しており、これらの水質を保全するとともに、快適な生活環境の創

出に資するため、公共下水道の基本計画に基づき、下水道事業を推

進する。 

なお、整備にあたっては、合併処理浄化槽との経済比較を行った

うえで、整備に要する期間等を考慮し、効率的かつ早期に整備可能

となる手法、区域を整理して公共用水域の水質保全や生活環境の改

善を図る。 

さらに、雨水については河川等その他の排水施設との役割分担を

図り、下水道の整備を促進し、浸水地域の解消に努めていく。 

供用開始後 50 年を経過した施設の老朽化対策や、懸念される南

海トラフ巨大地震等大規模災害への対応など、安定かつ効率的で持

続可能な下水道経営を推進する。 

 

● 河 川 

本区域を流れる河川は下記のとおりであり、機能的な都市活動を

確保できるよう、河川整備計画等に基づき、計画的な河川改修を推

進する。 

 

本

区

域

内

河

川 

一級河川  
天 竜 川

水系 

天竜川、安間川、二俣川、阿蔵川 

二級河川  

馬 込 川

水系 

馬込川、芳川、北裏川、御陣屋川 

都田川

水系 

都田川、旧新川、新川、九領川、

堀留川、東神田川、段子川、権現

谷川、伊佐地川、花川、和地大谷

川、井伊谷川、神宮寺川、釣橋川、

日比沢川、都築大谷川等 
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流域における水循環系の保全と市街化による雨水流出量の増加や

水田の減少による保水能力の低下等に起因した浸水被害に対し、森

林、湖沼及び農耕地の保全並びに雨水貯留施設等の流出抑制策を促

進し、ハード対策とソフト対策を組み合わせた総合的な治水対策を

推進する。 

また、佐鳴湖などの河川及び湖沼空間は、適正な水利用や機能を

維持することにより、人と川とのふれあいの場を創出し、より良い

水辺空間づくりに努めるとともに、親水性、生態系の保全、美しい

自然景観の創出に配慮した多自然川づくりを推進する。 

 

イ．整備水準の目標 

● 下水道 

本区域の基準年次からおおむね 10 年後の公共下水道の処理人口

に対する整備率を次のとおりとする。 

浜松市 97％ 

 

● 河 川 

本区域を流れる河川においては、長期的な河川のあり方や目指す

べき姿を示した「河川整備基本方針」及び概ね 20～30 年間の整備

内容を示した「河川整備計画」に基づき整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流域における水循環系の保全と市街化による雨水流出量の増加や

水田の減少による保水能力の低下等に起因した浸水被害に対し、森

林、湖沼及び農耕地の保全並びに雨水貯留施設等の流出抑制策を促

進し、ハード対策とソフト対策を組み合わせた総合的な治水対策を

推進する。 

また、佐鳴湖などの河川及び湖沼空間は、適正な水利用や機能を

維持することにより、人と川とのふれあいの場を創出し、より良い

水辺空間づくりに努めるとともに、親水性、生態系の保全、美しい

自然景観の創出に配慮した多自然川づくりを推進する。 

 

イ．整備水準の目標 

● 下水道 

本区域の基準年次からおおむね 10 年後の公共下水道の処理人口

に対する整備率を次のとおりとする。 

浜松市 96％ 

 

● 河 川 

本区域を流れる河川においては、長期的な河川のあり方や目指す

べき姿を示した「河川整備基本方針」及び概ね 20～30 年間の整備

内容を示した「河川整備計画」に基づき整備を行う。 
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② 主要な施設の配置の方針 

● 下水道 

本区域における汚水処理及び雨水排除のため、公共下水道事業の

全体計画に基づき、処理場の統合や処理区再編等を図り、下水の処

理施設を配置する。 

 

終末処理場として、西遠浄化センター、中部浄化センター、舘山

寺浄化センター、細江浄化センター、井伊谷浄化センター及び三ヶ

日浄化センターを配置する。 

 

雨水施設については、河川事業等と連携し、排水不良地域や浸水

地域の解消を目指して配置する。 

経済比較により公共下水道での整備が非効率な区域、及び公共下

水道の整備に期間を要する区域については、生活排水による公共用

水域の水質汚濁防止のため、合併処理浄化槽の普及を促進するなど、

総合的な汚水処理の推進を図る。 

公共下水道事業の全体計画における主な諸元は次のとおりである。 

処理区 西遠 中部 舘山寺 細江 井伊谷 三ヶ日 

排除方式 分流式 
分流式 

合流式 
分流式 分流式 分流式 分流式 

下水道計画区

域人口 

（人） 

472,140 131,880 8,490 11,970 5,970 4,350 

下水道計画区

域面積 

（ha） 

13,404 2,400 499 412 269 199 

ポンプ場 

（ヶ所） 
16 6 1 1 1 - 

 処理場 

(ヶ所・ha） 
1･28.06 1･9.54 1･2.84 1･1.37 1･0.91 1･2.51 

 

② 主要な施設の配置の方針 

● 下水道 

本区域における汚水処理及び雨水排除のため、公共下水道事業の

全体計画に基づき、処理場の統合や処理区再編等を図り、下水の処

理施設を配置する。 

 

終末処理場として、西遠浄化センター、中部浄化センター、湖東

浄化センター、舘山寺浄化センター、細江浄化センター、井伊谷浄

化センター及び三ヶ日浄化センターを配置する。 

 

雨水施設については、河川事業等と連携し、排水不良地域や浸水

地域の解消を目指して配置する。 

経済比較により公共下水道での整備が非効率な区域、及び公共下

水道の整備に期間を要する区域については、生活排水による公共用

水域の水質汚濁防止のため、合併処理浄化槽の普及を促進するなど、

総合的な汚水処理の推進を図る。 

公共下水道事業の全体計画における主な諸元は次のとおりである。 

処理区 西遠 中部 湖東 舘山寺 細江 井伊谷 三ヶ日 

排除方式 分流式 
分流式 

合流式 
分流式 分流式 分流式 分流式 分流式 

下水道計画区

域人口 

（人） 

478,900 137,700 4,300 8,440 12,340 6,160 4,490 

下水道計画区

域面積 

（ha） 

13,292 2,400 104 499 410 268 199 

ポンプ場 

（ヶ所） 
17 6 - 1 1 1 - 

 処理場 

(ヶ所・ha） 
1･28.06 1･9.54 1･1.20 1･2.84 1･1.37 1･0.91 1･2.51 
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● 河 川 

河川改修は、浸水被害の発生リスクと保全すべき資産の集積状況

等を鑑み、緊急性の高い河川を優先的に整備する。 

 
③ 主要な施設の整備目標 
優先的におおむね 10 年以内に整備することを予定する施設 

種  別 名      称 

下 水 道 

浜松市公共下水道 
（西遠処理区、中部処理区、舘山寺処理区、細

江処理区、井伊谷処理区、三ヶ日処理区） 
（注）施設については、10 年以内に着手するものから、部分･暫定完成、

完成するものまですべてを含む。 

 
 

 

３）その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

その他の都市施設には、汚物処理場、ごみ焼却場、市場、と畜場、

火葬場、学校、一団地の官公庁施設等がある。これらの主要な既存

施設の効率的な運用を図るとともに、その必要性を検討した上で、

新たな施設整備や再編を進めていく。 

特に処理施設については、排出されたものを適正に処理するだけ

ではなく、排出量の減量化や再資源化を推進することを基本とした

上で、既存施設の適切な維持管理に努める。必要性がある施設につ

いては、順次計画的な改修・整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

（注）湖東処理区は、西遠処理区への編入を予定 
 
● 河 川 

河川改修は、市街化における開発と調整を図る必要のある河川等、

緊急性の高い河川を優先的に整備する。 

 
③ 主要な施設の整備目標 
優先的におおむね 10 年以内に整備することを予定する施設 

種  別 名      称 

下 水 道 

浜松市公共下水道 
（西遠処理区、中部処理区、湖東処理区、舘山

寺処理区、細江処理区、井伊谷処理区、三ヶ

日処理区） 
（注）施設については、10 年以内に着手するものから、部分･暫定完成、

完成するものまですべてを含む。 

（注）湖東処理区は、西遠処理区への編入を予定 
 

３）その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

その他の都市施設には、汚物処理場、ごみ焼却場、市場、と畜場、

火葬場、学校、一団地の官公庁施設等がある。これらの主要な既存

施設の効率的な運用を図るとともに、その必要性を検討した上で、

新たな施設整備や再編を進めていく。 

特に処理施設については、排出されたものを適正に処理するだけ

ではなく、排出量の減量化や再資源化を推進することを基本とした

上で、既存施設の適切な維持管理に努める。必要性がある施設につ

いては、順次計画的な改修・整備を図る。 
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② 主要な施設の配置の方針 

●汚物処理場 

 既存施設の適切な維持管理に努めつつ、今後の処理量の減少予

測も踏まえながら、施設を配置する。 

●ごみ焼却場 

 ごみの再資源化による最終処分量の低減を進めつつ、安定的か

つ効率的なごみ焼却場を配置する。 

●火葬場 

火葬体数の増加や既存施設の老朽化をふまえ、施設再編や既存

施設の機能拡張を進めながら施設を配置する。 

 

（３）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）主要な市街地開発事業の決定の方針 

① 基本方針 

既成市街地の主要な鉄道駅及びバス停の周辺においては、商業・

業務機能の高度化、防災機能の向上及び公共空地の確保などにより

良好な市街地形成を図る。 

既成市街地の都市基盤整備が遅れている地区にあっては、各住区

の特性を考慮し、居住環境の向上、防災機能の向上及びユニバーサ

ルデザインの推進を図る。 

新市街地にあっては、将来展望に沿った都市基盤の整備が必要で

あり、先行的な公共施設の整備を進めるとともに、地区計画制度等

を有効に活用して、適切な土地利用を図る。 

 

② 整備方針 

既成市街地の主要な鉄道駅及びバス停の周辺においては、土地利

用の高度化、用途混在の解消及び公園等の整備を図る。 

既成市街地の都市基盤施設整備等が遅れている地区にあっては、

土地利用の高度化、用途混在の解消等のため、都市基盤を整備し、

都市機能の向上を図る。 

また、工業系の地区にあっては、未利用地の効率的な土地利用を

促進するため、工業系の土地区画整理事業、または街路事業等を積

極的に行い、工業地としての基盤を整備し、工場誘致を図る。 

 

② 主要な施設の配置の方針 

●汚物処理場 

 既存施設の適切な維持管理に努めつつ、今後の処理量の減少予

測も踏まえながら、施設を配置する。 

●ごみ焼却場 

 老朽化した施設の再編を進めつつ、安定的かつ効率的なごみ焼

却場を配置する。 

●火葬場 

火葬体数の増加や既存施設の老朽化をふまえ、施設再編や既存

施設の機能拡張を進めながら施設を配置する。 

 

（３）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）主要な市街地開発事業の決定の方針 

① 基本方針 

既成市街地の主要な鉄道駅及びバス停の周辺においては、商業・

業務機能の高度化、防災機能の向上及び公共空地の確保などにより

良好な市街地形成を図る。 

既成市街地の都市基盤整備が遅れている地区にあっては、各住区

の特性を考慮し、居住環境の向上、防災機能の向上及びユニバーサ

ルデザインの推進を図る。 

新市街地にあっては、将来展望に沿った都市基盤の整備が必要で

あり、先行的な公共施設の整備を進めるとともに、地区計画制度等

を有効に活用して、適切な土地利用を図る。 

 

② 整備方針 

既成市街地の主要な鉄道駅及びバス停の周辺においては、土地利

用の高度化、用途混在の解消及び公園等の整備を図る。 

既成市街地の都市基盤施設整備等が遅れている地区にあっては、

土地利用の高度化、用途混在の解消等のため、都市基盤を整備し、

都市機能の向上を図る。 

また、工業系の地区にあっては、未利用地の効率的な土地利用を

促進するため、工業系の土地区画整理事業、または街路事業等を積

極的に行い、工業地としての基盤を整備し、工場誘致を図る。 
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２）市街地整備の目標 

基準年次からおおむね 10年以内に実施することを予定する市街地

開発事業 

区   域   名 整     備     方     針 面  積 

中 瀬 南 部 地 区 
新市街地での土地区画整理事業により、良
好な居住環境の形成を図る。 45.3ha 

船 明 地 区 
新市街地での土地区画整理事業により、良
好な居住環境と工業系機能等の計画的な
整備を図る。 43.5ha 

高 塚 駅 北 第 二 地 区 
既成市街地での土地区画整理事業により、
土地利用の高度化、用途混在の解消・街路・
公園の整備を行い、都市機能の向上を図
る。 

4.6ha 

西 美 薗 西 地 区  
既成市街地での土地区画整理事業により、
良好な居住環境の形成を図る。 
 

9.0ha 

浜 北 中 央 北 地 区 19.1ha 

都 田 川 山 地 区 
新市街地での土地区画整理事業により、工
業系機能等の計画的な整備を図る。 

49.8ha 

（仮称）西鴨江台地地区 47.0ha 

松菱通り B-3 ﾌﾞﾛｯｸ地区 
浜松駅周辺の市街地再開発事業を実施中
及び計画中の地区であり、中心商業業務地
区として整備を図る。 

0.44ha 

（注）事業については、10 年以内に着手するものから、部分･暫定完成、完
成するものまですべてを含む。また面積は、都市計画決定面積又は都
市計画決定予定面積とする。 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

２）市街地整備の目標 

基準年次からおおむね 10年以内に実施することを予定する市街地

開発事業 

区   域   名 整     備     方     針 面  積 
西 都 地 区 新市街地での土地区画整理事業により、良

好な居住環境の形成を図る。 
75.3ha 

中 瀬 南 部 地 区 45.3ha 

船 明 地 区 
新市街地での土地区画整理事業により、良
好な居住環境と工業系機能等の計画的な
整備を図る。 

43.5ha 

高 竜 地 区 
既成市街地での土地区画整理事業により、
土地利用の高度化、用途混在の解消・街路・
公園の整備を行い、都市機能の向上を図
る。 

11.3ha 

上 島 駅 周 辺 地 区 5.7ha 

高 塚 駅 北 地 区 2.3ha 

高 塚 駅 北 第 2 地 区 4.7ha 

西 美 薗 西 地 区  
既成市街地での土地区画整理事業により、
良好な居住環境の形成を図る。 
 

9.0ha 

浜 北 中 央 北 地 区 19.1ha 

都 田 川 山 地 区 新市街地での土地区画整理事業により、工
業系機能等の計画的な整備を図る。 47.6ha 

旭 ・ 板 屋 地 区 
(A 地区) 浜松駅周辺の市街地再開発事業を実施中

及び計画中の地区であり、中心商業業務地
区として整備を図る。 

1.0ha 

松菱通り B-3 ﾌﾞﾛｯｸ地区 0.44ha 

（注）事業については、10 年以内に着手するものから、部分･暫定完成、完
成するものまですべてを含む。また面積は、都市計画決定面積又は都
市計画決定予定面積とする。 
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（４）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

①自然的環境の特徴と現状、整備又は保全の必要性 

本区域は、三方を一級河川天竜川、浜名湖、遠州灘といった水域

に囲まれ、北部は赤石山脈の最南端にあたる丘陵地からなる、自然

環境の豊かな地域である。低地部に広がる農地や山地部における茶

畑や果樹園、神社仏閣等の樹林地など、風土特性と密着した独特な

景観を形成している。 

これらの豊かな自然環境が、無秩序な市街化により失われないよ

う、総合的に保全、整備するとともに、多様な動植物が生息・生育

する自然環境の保全と自然や歴史資源等を結ぶ文化の香り高いレク

リエーションネットワークの形成、防災機能向上・環境負荷軽減に

向けた緑の保全と創出及び風格ある郷土景観の保全・整備をグリー

ンインフラの取組と共に推進する。 

 

② 都市公園の整備目標 

年  次 令和 2 年 令和 12 年 

都市計画区域内人口 
1 人あたり目標水準 8.3 ㎡/人 9.1 ㎡/人 

 

２）主要な緑地の配置の方針 

①環境保全系統の配置の方針 

北部の丘陵地、尉ヶ峰を含む西北部山岳地樹林地、一級河川天竜

川、二級河川都田川、遠州灘海浜地、天竜奥三河国定公園、浜名湖

県立自然公園、新川（佐鳴湖）とその周辺の里山環境、三方原台地

と平野部の境に残る斜面緑地等を、都市の骨格で生物の生存基盤と

もなる重要な緑地と位置づけ、積極的に保全を図る。 

身近な環境を形成する住区内の小規模な緑地やオープンスペース

及び二級河川馬込川等の河川の緑化を推進し、地球温暖化対策等環

境負荷の軽減や生物多様性の保全を図る。 

 

 
（４）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

①自然的環境の特徴と現状、整備又は保全の必要性 

本区域は、三方を一級河川天竜川、浜名湖、遠州灘といった水域

に囲まれ、北部は赤石山脈の最南端にあたる丘陵地からなる、自然

環境の豊かな地域である。低地部に広がる農地や山地部における茶

畑や果樹園、神社仏閣等の樹林地など、風土特性と密着した独特な

景観を形成している。 

これらの豊かな自然環境が、無秩序な市街化により失われないよ

う、総合的に保全、整備するとともに、多様な動植物が生息・生育

する自然環境の保全と自然や歴史資源等を結ぶ文化の香り高いレク

リエーションネットワークの形成、防災機能向上・環境負荷軽減に

向けた緑の保全と創出及び風格ある郷土景観の保全・整備を推進す

る。 

 

② 都市公園の整備目標 

年  次 平成 27 年 令和 7 年 

都市計画区域内人口 
1 人あたり目標水準 8.1 ㎡/人 8.6 ㎡/人 

 

２）主要な緑地の配置の方針 

①環境保全系統の配置の方針 

北部の丘陵地、尉ヶ峰を含む西北部山岳地樹林地、一級河川天竜

川、二級河川都田川、遠州灘海浜地、天竜奥三河国定公園、浜名湖

県立自然公園、新川（佐鳴湖）とその周辺の里山環境、三方原台地

と平野部の境に残る斜面緑地等を、都市の骨格で生物の生存基盤と

もなる重要な緑地と位置づけ、積極的に保全を図る。 

身近な環境を形成する住区内の小規模な緑地やオープンスペース

及び二級河川馬込川等の河川の緑化を推進し、地球温暖化対策等環

境負荷の軽減や生物多様性の保全を図る。 
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 ②レクリエーション系統の配置の方針 

浜名湖、一級河川天竜川等の河川や遠州灘海浜地、中田島砂丘及

び北部丘陵地は、ビーチ･マリンスポーツやハイキング、キャンプ、

自然観察、森林浴などの屋外レクリエーションの場として、資源の

保全を図るとともに、育林や遊歩道整備等の環境整備を図る。 

浜名湖ガーデンパーク及び遠州灘海浜公園を広域的な交流拠点に

位置づけるとともに、浜松総合公園、浜松城公園、佐鳴湖公園及び

四ツ池公園を本市を特徴づけるみどりの拠点として位置づけ、整備・

充実を図る。 

また、都市公園を補完する施設として、市街地内を流れる河川や

丘陵地のため池を親水の場として整備するなど、周辺住民の潤いの

場として位置付ける。 

 

③ 防災系統の配置の方針 

自然災害等から生活を守るために、治山、治水の取り組みを計画

的に推進し、土砂災害特別警戒区域、砂防指定地、地すべり防止区

域及び急傾斜地崩壊危険区域の指定区域や市街地背後の地滑り危険

箇所等土砂災害の危険性がある地区では土砂災害を防止するため、

積極的に緑地の保全を図る。また、洪水調整機能のある山岳樹林地

や水田の保全・整備を図る。 

飛砂防備・潮害防備・防風機能を発揮する遠州灘沿いの松林や、

住宅等を強風から守る防風林・防風垣等を保全する。 

災害に強いまちをつくるために、延焼防止等の防災機能を有する

緑地として、公園緑地の整備・充実や、市街地に残る斜面樹林や生

産緑地地区等の保全を図る。災害時における救援活動拠点や避難場

所等を確保するため、広域防災拠点、広域避難地、一次避難地とし

て利用可能な公園を適切に配置し、機能の充実を図る。 

また、幹線道路等を避難路として位置づけ、火災等による被害を

緩和するため、避難路に緑地を配置する。 

 

 

 

 

②レクリエーション系統の配置の方針 

浜名湖、一級河川天竜川等の河川や遠州灘海浜地、中田島砂丘及

び北部丘陵地は、ビーチ･マリンスポーツやハイキング、キャンプ、

自然観察、森林浴などの屋外レクリエーションの場として、資源の

保全を図るとともに、育林や遊歩道整備等の環境整備を図る。 

浜名湖ガーデンパーク及び浜松総合公園を広域的な交流拠点に位

置づけるとともに、浜松総合公園、浜松城公園、佐鳴湖公園、遠州

灘海浜公園及び四ツ池公園を広域対象型の緑の拠点として位置づ

け、整備・充実を図る。 

また、都市公園を補完する施設として、市街地内を流れる河川や

丘陵地のため池を親水の場として整備するなど、周辺住民の潤いの

場として位置付ける。 

 

③ 防災系統の配置の方針 

自然災害等から生活を守るために、治山、治水の取り組みを計画

的に推進し、土砂災害特別警戒区域、砂防指定地、地すべり防止区

域及び急傾斜地崩壊危険区域の指定区域や市街地背後の地滑り危険

箇所等土砂災害の危険性がある地区では土砂災害を防止するため、

積極的に緑地の保全を図る。また、洪水調整機能のある山岳樹林地

や水田の保全・整備を図る。 

飛砂防備・潮害防備・防風機能を発揮する遠州灘沿いの松林や、

住宅等を強風から守る防風林・防風垣等を保全する。 

災害に強いまちをつくるために、延焼防止等の防災機能を有する

緑地として、公園緑地の整備・充実や、市街地に残る斜面樹林や生

産緑地地区等の保全を図る。災害時における救援活動拠点や避難場

所等を確保するため、広域防災拠点、広域避難地、一次避難地とし

て利用可能な公園を適切に配置し、機能の充実を図る。 

また、幹線道路等を避難路として位置づけ、火災等による被害を

緩和するため、避難路に緑地を配置する。 
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 ④景観構成系統の配置の方針 

本区域を取り囲む赤石山脈や浜名湖、遠州灘、一級河川天竜川の

水と緑、市中央部を縦断する天竜川河岸段丘の緑地、市街地の北部

に広がる丘陵地のみかん畑、平野部に広がる良好な田園や植木畑等

の農地景観の保全を図り、都市の骨格を形成する自然景観を保全す

る。 

旧東海道や姫街道の松並木や一里塚、鴨江の根上り松や北浜の大

カヤノキ、宇布見のイヌマキ、鵺代のマンサク群落などの天然記念

物、三方原防風林、遠州灘沿岸に広がるマツの海岸林、ホソバの生

垣などは、郷土の特徴を表す地域らしい緑として積極的な保全を図

る。 

浜北地区の白山神社、雄踏地区の息神社、三ヶ日地区の摩訶耶寺

や浜名惣社神明宮、引佐地区の城山や井伊谷宮などの社寺林や巨樹・

古木等は、貴重な緑地景観として保全する。 

その他、まちの象徴的な緑として、主要な公共公益施設や鉄道駅

周辺などにおいて、都市内緑地を配置する。 

市街地の美観向上と緑あふれる都市環境を創出するため、地区計

画制度や緑地協定制度などを活用し、生垣の設置や敷地内の植栽を

奨励する。 

 

   ⑤歴史的環境系統の配置方針 

浜松城公園は城跡の価値を活かした歴史文化を象徴する拠点とし

て整備する。 

犀ヶ崖公園、入野古墳公園、蜆塚公園、伊場遺跡公園、鳥羽山 

公園及び城山公園は、歴史的資源を有する公園として整備・保全 

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④景観構成系統の配置の方針 

本区域を取り囲む赤石山脈や浜名湖、遠州灘、一級河川天竜川の

水と緑、市中央部を縦断する天竜川河岸段丘の緑地、市街地の北部

に広がる丘陵地のみかん畑、平野部に広がる良好な田園や植木畑等

の農地景観の保全を図り、都市の骨格を形成する自然景観を保全す

る。 

旧東海道や姫街道の松並木や一里塚、鴨江の根上り松や北浜の大

カヤノキ、宇布見のイヌマキ、鵺代のマンサク群落などの天然記念

物、三方原防風林、西区から南区にまたがるマツの海岸林、ホソバ

の生垣などは、郷土の特徴を表す地域らしい緑として積極的な保全

を図る。 

浜北地区の白山神社、雄踏地区の息神社、三ヶ日地区の摩訶耶寺

や浜名惣社神明宮、引佐地区の城山や井伊谷宮などの社寺林や巨樹・

古木等は、貴重な緑地景観として保全する。 

その他、まちの象徴的な緑として、主要な公共公益施設や鉄道駅

周辺などにおいて、都市内緑地を配置する。 

市街地の美観向上と緑あふれる都市環境を創出するため、地区計

画制度や緑地協定制度などを活用し、生垣の設置や敷地内の植栽を

奨励する。 

 

   ⑤歴史的環境系統の配置方針 

浜松城公園は城跡の価値を活かした歴史文化を象徴する拠点とし

て整備する。 

犀ヶ崖公園、入野古墳公園、蜆塚公園、伊場遺跡公園、鳥羽山 

公園及び城山公園は、歴史的資源を有する公園として整備・保全 

する。 
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 ３）実現のための具体の都市計画制度の方針 

① 公園緑地等の配置の方針 
住区構成及び種別ごとの誘致距離、需要予測等の検討をもとに街    

区公園、近隣公園、地区公園を配置する。 
  市全域及び市域を超えた広域的な需要予測等の検討をもとに総合

公園、運動公園、広域公園を配置する。 
自然的、歴史的条件を考慮して、風致公園、緑地緑道等を配置す

る。 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

３）実現のための具体の都市計画制度の方針 

① 公園緑地等の整備目標及び配置の方針 
                       （単位：㎡／人） 
公園緑地 
等の種別 配 置 方 針 整 備 目 標 

平成 27 年 令和 7 年 
街区公園 住区構成及び種別

ごとの誘致距離、需

要予測等の検討を

もとに配置する。 

 0.8（1.0 ）  0.8（1.1 ） 

近隣公園  0.5（0.7 ）  0.5（0.7 ） 

地区公園  0.2（0.3 ）  0.3（0.5 ） 

総合公園 
市全域及び市域を

超えた広域的な需

要予測等の検討を

もとに配置する。 

 2.8  3.0  

運動公園  0.8   0.8  

広域公園 0.7 0.7 

その他の公園 自然的、歴史的条

件を考慮して、風

致公園、緑地緑道

等を配置する。 

0.2  0.2 

緑地等 2.2   2.3  

都 市 公 園 計 8.1  8.6 
（ ）は市街化区域人口１人あたり   

（注）四捨五入の関係により合計が合わない場合がある。 
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 ② 特別緑地保全地区等の指定目標及び指定方針 

ア．風致地区 

浜松らしい松林がある海岸地区や美しい自然景観が残る浜名湖周

辺など、郷土的意義のある地域や自然豊かな地域で、一定の土地利

用を認めつつ、適切な緑の保全を図っていく地域を指定する。 

イ．緑地保全地域 

市街化区域内や、市街地に近い市街化調整区域において、土地利

用との調和を図りながら適正な保全を図っていく地区を指定する。 

現行の「市民の森」指定地区のうち、特別緑地保全地区に準じる

緑地を段階的に指定する。 

ウ．特別緑地保全地区 

開発による消滅の可能性が高い市街地の緑地のうち、特に重要な

緑地や環境保全機能が高く、特に動植物の希少種が多く確認される

地区を指定する。 

エ．生産緑地地区 

市街化区域内のまとまりある農地については、良好な緑地空間とし

て生産緑地地区の指定をする。 

オ．その他の法によるもの 

市街化調整区域内のまとまった樹林がある地区では、枢要な部分

について保存樹林の指定をする。また、地域の歴史と関連が深く、

地域の住民に親しまれてきた社寺林などは、保存樹や保存樹林の指

定をする。 

市民緑地制度や管理協定制度の活用により、優良な民有地の樹林

地では、市や緑地保全･緑化推進法人が土地の所有者に代わって管理

を行うことで緑地の保全を図る。 

天竜奥三河国定公園や浜名湖県立自然公園の保全・維持を図る。 

保安林区域及び条例等で担保される緑地の指定をする。 
 
 
 
 
 
 

 
 

② 特別緑地保全地区等の指定目標及び指定方針 
ア．風致地区 

浜松らしい松林がある海岸地区や美しい自然景観が残る浜名湖周

辺など、郷土的意義のある地域や自然豊かな地域で、一定の土地利

用を認めつつ、適切な緑の保全を図っていく地域を指定する。 

イ．緑地保全地域 

市街化区域内や、市街地に近い市街化調整区域において、土地利

用との調和を図りながら適正な保全を図っていく地区を指定する。 

現行の「市民の森」指定地区のうち、特別緑地保全地区に準じる

緑地を段階的に指定する。 

ウ．特別緑地保全地区 

開発による消滅の可能性が高い市街地の緑地のうち、特に重要な

緑地や環境保全機能が高く、特に動植物の希少種が多く確認される

地区を指定する。 

エ．生産緑地地区 

市街化区域内のまとまりある農地については、良好な緑地空間とし

て生産緑地地区の指定をする。 

オ．その他の法によるもの 

市街化調整区域内のまとまった樹林がある地区では、枢要な部分

について保存樹林の指定をする。また、地域の歴史と関連が深く、

地域の住民に親しまれてきた社寺林などは、保存樹や保存樹林の指

定をする。 

市民緑地制度や管理協定制度の活用により、優良な民有地の樹林

地では、市や緑地保全･緑化推進法人が土地の所有者に代わって管理

を行うことで緑地の保全を図る。 

天竜奥三河国定公園や浜名湖県立自然公園の保全・維持を図る。 

保安林区域及び条例等で担保される緑地の指定をする。 
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４）主要な緑地の確保目標 

① 基準年次からおおむね10年以内に整備予定の主要な公園等の都
市公園 
種   別 名          称 
街 区 公 園 2･2･201 上廊塚公園、2･2･202 川久保公園 

近 隣 公 園 3･3･5 高砂公園、3･3･10 名塚公園 

地 区 公 園 4･4･2 美薗中央公園 

総 合 公 園 5･5･1 浜松城公園、5･6･5 佐鳴湖公園 

運 動 公 園 6･5･2 四ツ池公園 

歴 史 公 園 8･2･3 犀ヶ崖公園、8･2･4 入野古墳公園 

広 域 公 園 9･7･2 遠州灘海浜公園 
（注）都市公園については、10 年以内に着手するものから、部分・暫定完成、

完成するものまですべてを含む。 
 

 

 

 

②基準年次からおおむね10年以内に指定予定の主要な特別緑地保全

地区等の地域地区 

種 別 名   称 

風致地区 都田川両岸地域 

緑地保全地域 天竜川河岸段丘、新川（佐鳴湖）周辺地域 

特別緑地保全

地区 
富塚椎ノ木谷北地区、富塚椎ノ木谷東地区、富塚

川平地区、富塚小藪地区及び高林・住吉地区 
 

４）主要な緑地の確保目標 

① 基準年次からおおむね10年以内に整備予定の主要な公園等の都
市公園 
種   別 名          称 

街 区 公 園 2･2･5 砂山公園、2･2･10 八幡公園        
2･2･201 上廊塚公園、2･2･202 川久保公園 

近 隣 公 園 3･3･5 高砂公園、3･4･8 天王公園 3･3･10 名塚公園、
3･3･201 船明中央公園 

地 区 公 園 4･4･2 美薗中央公園 

総 合 公 園 5･5･1 浜松城公園、9･7･2 遠州灘海浜公園 
5･6･5 佐鳴湖公園 

運 動 公 園 6･5･2 四ツ池公園 

風 致 公 園 7･4･2 弁天島公園 

歴 史 公 園 8･2･3 犀ヶ崖公園、8･2･4 入野古墳公園 

緑   地 11 天竜川鹿島上島緑地、13 有玉大谷緑地 
（注）都市公園については、10 年以内に着手するものから、部分・暫定完成、

完成するものまですべてを含む。 
②基準年次からおおむね１０年以内に指定予定の主要な特別緑地保

全地区等の地域地区 

種 別 名   称 

風致地区 都田川両岸地域 

緑地保全地域 天竜川河岸段丘、新川（佐鳴湖）周辺地域 

特別緑地保全

地区 
富塚椎ノ木谷北地区、富塚椎ノ木谷東地区、富塚

川平地区、富塚小藪地区及び高林・住吉地区 
 


